
封

佛

教

關

係

起

於

け

る

信

長

観士
口

田

月

仙

r

「

西

暦

紀

元孝

號

摘

要

一

五

七
一

ニ

ニ一一

=

元
輻
二
年

辛
末
九
月
信長

叡
山
を
焼
き
信
徒
を
斬
る

一

五
七
四

二
二
三

旦

歪
二
年

甲
戊
九月

伊勢

長
島
一

揆
を
屠
る

一

五
七
五

二
二
三

互

歪
三
年

乙亥

越
前
の
一

向
一

揆
を夷

滅
す

ー
一
五
七
六

二

三
三
六

天
正
四
年

丙
子
秋
盛
政
を
し
て
加
賀
の
一

揆
を
撃
た
し
む

蓋
七

上

≡
三
七

天
正
五
年

丁
丑
三
月
紀
伊
の雑

賀
輔

揆
を
降
す

匠
七
九

τ

三
三
九

歪
七年

冒
卯
五
月

室
に
宗
論
を
な
さ
し
む

五
八
〇

葺

面
〇一

歪
八
年
[

庚
辱
閏
三
月
大
坂
本
願
寺
尖
佐
寛
に
信
長
ε
和
す

一

五

八
一

丁
三
里
一

歪
九年

辛
己
十
月高

野
山
を
攻
む

一
五
八

ニ

ニ
ニ
四

二

歪
九
年

四
月
和泉

の
棋尾

寺
を
焼打

つ

一
五
八

三
二
二
四

三

歪
+年

四
月
甲州

恵
林
寺
を
焼
打
つ

し
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第

一
、

佛

数

歴

迫

の

状

日
本
史
中
、
信
長
程
佛
教
に
勤
し
て
歴
迫
圭
義
を
取
つ
た
者
は
あ
る
ま
い
。
「
鳴
か
ぬ
な
ら
殺
し
て
し
ま

へ
ほ
と

ーこ
ぎ
す
≒
〕
云
ふ
句
が
明
示

し
て
居
る
如
く
、
信
長
は
佛
教
に
封
し
て
も
徹
底
的
に
歴
迫
を
加

へ
た
。
そ
の
大
盟
を
以
下
表
掲
の
順
序
に
從
つ
て
少
々
記
載
を
試
み
や
ふ
。

助

信

長

の

叡

山

焼

打

(

信
長
が
元
鶉
二
年
九
月
十
二
日
叡
山
を
焼
打
し
た
事
は
、
世
人
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
而
も
其
嶢
打
た
る
や
實
に
残
忍
極
ま
る
も
の
で
あ
つ

た
。
日
本
史
を
繕
い
て
も
、
斯
く
迄
惨
酷
な
殺
薮
を
敢
て
し
た
者
あ
る
を
嚢
見
す
る
事
は
出
來
ま
い
。
私
は
當
時
の
惨
献
を
私
の
拙
い
筆
で
述

べ
る
代
り
に
、
織
田
家
の
祐
筆
太
田

一
牛
に
依
つ
て
記
さ
れ
た
「
信
長
公
記
」
を
引
用
し
た
い
。
「
九
月
十
二
日
叡
山
を
取
詰
、
根
本
中
堂
三
王

世

一
肚
を
初
奉
り
、
婁
佛
、
漿
肚
、
信
坊
、
経
巻
.
不
レ残
二
一
宇

陶、
時
に
如
二雲
霞
」
焼
彿
爲
二
灰
燐
之
地
}哀
な
れ
。

山
下
の
男
女
老
若
、
右
往
左
往
に
致
二慶
忘
一取
物
も
不
二
取
敢

一悉
か
ち
は
だ
し
に
て
、
八
王
寺
山
へ
逝
上
り
。
肚
内

へ
逝
箆
、
諸
卒
四
方
よ

り
関
音
を
上
て
攻
上
る
。
信
俗
、
見
童
、
智
者
、
上
人
、

一
々
に
頸
を
き
り
、
信
長
之
懸
劃
御
目
一是
者
於
二
山
頭
一無
二其
隠
一高
信
貴
僧
有
智
之

檜
と
申
し
、
其
外
美
女
、
小
童
、
不
レ
知
二其
員
一召
捕
召
列
、
御
前

へ
参
り
、
悪
僧
之
儀
者
不
レ及
二
是
非
一、是
者
被

レ成
二
御
扶
一候

へ
と
聲
々
に

難
二申
上
候
一中
々
無
二御
許
容
一
一
々
に
頸
を
打
落
さ
れ
、
目
も
當
ら
れ
ぬ
有
様
也
。
数
千
之
屍
、
算
を
齪
し
、
哀
成
仕
合
也
。
年
來
之
被
レ散
二

御
胸
朦
二認
。
」
【
信
長
公
記
】
「
信
長
公
記
」
は
織
田
家
の
祐
筆
太
田

一
牛
が
日
記
禮
に
記
し
た
も
の
に
し
て
充
分
信
用
し
て
い
エ
も
の
で
あ
る
。

悪
曾
共
は
是
非
に
及
ば
す
ε
難
も
罪
な
き
女
小
童
迄
も
無
惨
に
殺
我
す
る
に
至
つ
て
は
最
早
彼
は

一個
の
属
鬼
と
云
ふ
外
は
な
い
。
斯
く
て
根

本
中
堂
を
初
め
ーこ
し
て
、
山
王
廿

一
肚
、
鐘
櫨
、
経
藏
に
至
る
迄
文
字
通
り
「
不
残

一
宇
」
焼
壼
し
、
さ
し
も
繁
榮
を
極
め
し
叡
山
を
し
て

一
朝



13

に
狐
狸
の
住
家
-こ
な
し
、
あ
ま
つ
さ

へ
顯
宗
秘
法
聖
教
、
帝
都
累
代
記
録
等
の
寳
物
書
類
を
焼
き
永
く
後
世
の
史
家
を
し
て
研
究
の
材
料
な
き

塑
歎
ぜ
し
む
る
に
至

つ
た
。

別

信

長

の

長

島

征

伐

(

天
正
二
年
七
月
廿
三
日
、
信
長
は
信
忠
卿
と
共
に
、
籔
萬
騎
を
引
具
し
て
尾
張
國
西
方
の
長
島
を
討
果
さ
ん
と
し
て
、
遽
に
九
月

一
揆
を
卒

ぴ
た
。
此
時
も
信
長
の
残
忍
性
は
遺
憾
な
く
叢
揮
さ
れ

「
潜
に
忍
出
ん
ε
す
る
慮
を
追
付
男
女
三
千
人
計
切
捨
,
其
耳
鼻
を
そ
い
で
、
城
中

へ

般

一
艘
に
入
τ
ぞ
途
ち
れ
け
る
。
」
「
大
河
を
乗
渡
、
鑓
を
入
突
崩
し
五
百
盤
人
切
捨
に
こ
そ
し
て
け
れ
。
」
「弓
鐵
砲
三
千
挺
、
提
に
添
て
伏

置
,
目
の
下
に
臭
て
、指
詰
引
諸
打
せ
ら
れ
し
程
に
、
一
揆
さ
も
過
孚
討
れ
に
け
り
」
ミ
小
瀬
甫
巷
の
筆
に
な
れ
る
「信
長
記
」
は
物
語
つ
て
居
る
。

の

信

長

越

前

の

一

向

一

揆

を

夷

滅

す

(

表
に
あ
る
通
り
信
長
は
、
天
正
三
年
に
越
前
の

一
向

一
揆
を
夷
滅
し
て
居
る
。
當
時
の
惨
欺
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
。
例
に
依
つ
て

信
長
記
を
引
用
し
や
ふ
。

「
一揆
の
郷
民
等
親
を
捨
て
子
を
捨
て
、
我
い
ち
ま
し
に
ーこ
山
林

へ
逃
け
か
く
る

」
を
、
十
萬
鯨
人
の
上
勢
追
ひ
か
け
押
し
つ
め
、
裳
の
山
か

し
こ
の
籔
原
、
岩
の
は
ざ
ま
木
の
蔭
ま
で
尋
ね
捜
し
、
手
に
く

里
民
を
搦
捕
つ
て
刺
し
殺
し
切
り
殺
す
、
…
…
…
開
袋
の
底
を
ふ
る
ふ
様
に

残
ら
す
さ
が
し
出
さ
れ
て
、
髪
に
て
は
百
二
百
彼
こ
に
て
は
五
十
七
十
高
手
小
手
に
縄
を
か
け
,
…
…
…
或
は
本
陣

へ
引
い
て
参
り
、
或
は
當

座
に
切
り
殺
し
、
叉
は
な
ぶ
り
殺
し
に
む
し
り
ち
ら
し
、
或
は
生
き
な
が
ら
首
を
引
き
ぬ
か
れ
、
其
外
騨
所
く

の
つ
ま
り
/
、
に
は
五
十
七

十
百
二
百
つ
つ
礫
に
あ
け
、
鳶
や
烏
の
餌
食

ε
な
る
。
」

か
く
し
て
僅
か
十
五
日
よ
り
十
九
日
迄
に
討
捕
り
た
る

一
向
坊
主
の
首
七
百
飴
其
外

一
揆
の
郷
民
の
頸
、
都
合

一
萬
二
千
二
百
五
十
鯨
人
な
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り
ーこ
は
、
鯨
り
に
も
恐
し
き
殺
人
鬼
で
は
な
い
か
。

功

安

土

に

宗

論

を

な

さ

し

む

(

日
蓮
宗
に
封
す
る
信
長
の
態
度
を
知
る
べ
き
唯

一
の
史
料
た
る
安
土
宗
論
は
、
天
正
七
年
五
月
廿
七
日
、
安
土
浄
嚴
院
に
於
て
行
は
れ
た
。

信
長
は
時
の
制
者
因
果
居
士
に
内
意
を
含
ま
し
め
、
理
は
日
蓮
宗
に
あ
り
し
に
も
不
關
、
遽
に
浄
土
宗
側
に
勝
を
取
ら
し
め
た
。
し
か
の
み
な

ら
す
法
華
宗
に
封
し
て
は
徹
底
的
に
懲
罰
を
加

へ
牝
。
即
ち
其
席
に
て
袈
裟
を
剥
取
る
の
み
な
ら
す
、
宗
論
の
強
本
人
大
脇
傳
介
建
部
紹
智
の

雨
人
を
斬
り
猫
普
傳
を
も
斬

つ
た
。
而
も
信
長
の
懲
罰
は
此
に
止
ら
す
隔「
法
花
衆
は
ロ
之
過
た
る
者
候
。
後
日
宗
論
員
申
た
る
ミ
は
定
而
申
間

敷
候
。
宗
門
を
か
へ
、
浄
土
宗
の
弟
子
に
成
候
鰍
、
不
レ然
者
、
今
度
宗
論
負
申
上
者
、自
今
以
後
他
宗
を
誹
誘
仕
間
敷
の
旨
、
墨
付
を
出
し
候

へ
さ
、
上
意
の
虜
に
則
御
請
申
」
【信
長
公
記
】
・こ
あ
る
如
く
謝
ま
り
謹
文
を
書
く
可
く
蝕
儀
な
く
さ
れ
た
。

敬

白

起

請

丈

事

一
、
今
度
於
二
江
州
浮
嚴
院
一、
浮
土
宗
與
宗
論
仕
、
法
花
員
申
候
事

一
、
向
後
勤
二
他
宗
一
一
切
不
レ可
レ致
二
法
難

一事

一
、
法
花

一
分
之
儀
可
レ被
二
立
置
一之
旨
、
恭
奉
存
候
事

右
條
々
慨
於
有
之
者
、
悉
可
罷
蒙
日
本
國
中
大
小
神
祇
大
乗
妙
典
殊
に
は
三
十
番
紳
之
御
罰
者
也
、
傍
起
請
文
如
件
,

天

正

七

年

五

月

廿

七

日

妙

覧

寺

日

諦
(以
下
十
二
名
)

又
他
の

輔
通
は
,
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今
度
當
宗
被
立
置
之
儀
恭
存
候
、
就
其
向
後
封
他
宗
法
難
之
儀
、
聯
以
異
儀
不
可
有
御
座
候
、
若
猶
自
今
以
後
、
不
届
之
儀
申
出
者
、
以
此

一
行
之
旨
、
當
宗
悉
可
被
成
御
成
敗
候
、
其
時
毛
頭
御
恨
不
可
申
上
候
、
此
旨
可
預
御
披
露
候
、

恐
々
謹
言
、

五

月

廿

七

日

妙

艶

寺

日

諦
(以
下
二
名
)

以
上
二
通
の
詑
謹
文
は
、

一
は
十
三
ケ
寺
が
血
判
署
名
し
て
三
人
の
奉
行
に
宛
て
、
他
は
一一一ケ
寺
よ
り
差
出
し
た
も
の
で
,
何
れ
に
し
て
も

法
花
宗
・こ
し
て
は
此
上
も
な
い
屈
辱
く}云
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

動

信

長

ε

本

願

寺

(

本
願
寺
と
信
長
は
足
掛
十

一
ク
年
犬
猿
の
間
柄
で
あ
つ
た
。
信
長
は
永
隷
十

一
年
、
將
軍
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
す
る
と
間
も
な
く
、
軍
用
金

及
び
將
軍
家
の
費
用
-こ
し
て
五
千
貫
文
を
本
願
寺
よ
り
徴
集
し
、
叉
元
鞘
元
年
正
月
に
は
使
者
を
以
て
、
石
山
本
願
寺
の
移
韓
を
要
求
し
た
。

斯
く
の
如
き
難
題
に
本
願
寺
も
堪
ね
か
ね
、
顯
如
上
人
は
轍
を
諸
國
の
宗
徒
に
嚢
し
て
、
元
鶉
元
年
九
月
十
三
日
夜
、
遽
に
信
長
の
軍
に
向
つ

て
畿
砲
し
た
。
か
く
て
天
正
八
年
迄
約
十

一
ケ
年
間
信
長
は
本
願
寺

-こ
孚
つ
た
が
結
局
本
願
寺
は
信
長
の
敵
で
な
か
つ
た
。
信
長
の
請
要
よ
り

勅
命
ミ
な
り
、
表
面
和
睦
の
形
式
を
取
つ
て
天
正
八
年
四
月
九
日
、
顯
如
上
人
は
其
夫
人
及
年
寄
共
ミ
共
に
大
阪
を
退
去
し
た
。
而
し
て
顯
如

の
子
、
教
如
は
そ
の
始
め

「
誓
紙
の
愛
改
な
さ
れ
が
た
く
ば
、
御
勝
手
次
第
、
雑
賀

へ
退
き
給
ふ
べ
し
、
我
等
は

一
寸
も
當
寺
を
退
く
べ
か
ら

す
」
(
鷺
林
菖
事
記
)
と
虚
勢
を
張
つ
た
け
れ
共
遽
に
籠
城
の
不
可
な
る
を
見
て
、
天
正
八
年
八
月
二
日
未
刻
に
大
阪
を
退
去
し
牝
。
こ
れ
に
て

大
阪
も
全
く
信
長
の
掌
中
に
蹄
す
る
事
に
な
つ
た
。

恥

信

長

高

野

山

を

攻

む

(



16

「
信
長
公
記

一に
「
八
月
十
七
日
(
天
正
九
年
)
高
野
聖
尋
捜
搦
捕
而
数
百
人
從
二
萬
方
一被
二召
寄
一悉
被
レ詠
候
」
と
あ
る
如
く
、
諸
國
に
俳
徊
す
る

信
千
三
百
八
十
三
人
を
安
土
の
町
外
れ
、
京
都
七
條
磧
、
及
び
伊
勢
雲
出
川
に
於
て
殺
し
た
。
し
か
の
み
な
ら
す
、
同
年
十
月
高
野
攻
の
命
を

下
し
,
織
田
信
孝
を
大
將
と
し
高
野
の
七
口
を
包
園
し
た
。
爾
來
多
少
の
小
ぜ
り
合
を
し
て
居
る
中
、
本
能
寺
の
攣
突
嚢
し
て
、
空
海
の
門
未

は
幸
に
し
て

一
山
燃
打
の
厄
蓮
か
ら
発
れ
る
事
を
得
た
。

Gう

信

長

悪

林

寺

を

焼

く

(

信
長
は
天
正
九
年
四
月
三
日
恵
林
寺
を
焼
打
つ
た
。
今
當
時
の
惨
献
を
左
に
織
田
軍
記
を
引
用
し
て
述
べ
や
う
。

一,信
徒
老
若
等
は
皆
山
門
の
縷
上
に
籠
り
居
た
る
を
、
其
下
に
嶢
草
を
つ
み
、
火
を
掛
け
候
ふ
所
に
恵
林
寺
の
住
持
快
川
大
通
智
勝
國
師
を
始

め
…
…
:
宜
ハ外
準
曾
、
見
、
小
信
等
皆
悉
く
嶢
殺
さ
れ
畢
ん
ぬ
。

老
若
見
童
の
類
は
踊
上
り
飛
上
り
、
互
に
抱
付
き
悶
ね
焦
れ
泣
叫

ん
で
皆
々
焼
死
に
候
ひ
畢
ん
ぬ
。
」斯
く
の
如
き
焦
熱
地
獄
の
中
こ
あ
つ
て
快
川
和
爾
は
有
名
な

一
句

「
安
輝
末
必
須
山
水
滅
却
心
頭
火
自
涼
」

を
唱
し
て
端
然
化
に
入
つ
た
。

珊

其

他

く

其
外
信
長
が
佛
教
に
加

へ
π
迫
害
、こ
し
て
は
、
天
正
四
年
に
佐
久
間
盛
政
を
し
て
、
加
賀
の

一
揆
を
撃
た
し
め
、
翌
五
年
に
は
紀
伊
の
雑
賀

一
揆
を
降
し
、
天
正
九
年
に
は
和
泉
の
棋
尾
寺
を
取
園
み
、
堂
塔
.
伽
藍
、
寺
庵
、
僧
坊
、
経
巻
迄
蓋
く
焼
彿
っ
た
。

以
上
略
述
し
た
慮
に
依
つ
て
、
信
長
が
如
何
に
佛
教
を
歴
迫
し
た
か
、
叉
如
何
に
残
忍
な
殺
我
を
敢
て
し
た
か
ぐ」云
ふ
事
は
、
ほ
ほ
了
解
せ

ら
れ
た
事
ε
思
ふ
。

第

二
、

塵

迫

の

理

由



㎡

何
故
に
信
長
は
、
以
上
略
記
し
た
程
迄

に
、
佛
教
を
歴
迫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
知

る
爲
に
は
、
其
理
由
を

一

見

す
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
其
勢
を
惜
む
事
な
く
左
に
記
載
致
そ
う
。

勾

叡

山

焼

打

の

理

由

(

信
盛
、
肥
後
入
道
の
爾
人
が
叡
山
焼
亡
を
諫
止
し
た
時
に
信
長
は
答

へ
て
曰
く

「
心
を
閑
め
て
承
候

へ
。
此
寺
吾
亡
す
に
非
す
。
自
業
醤
果

の
儀
あ
り
。
抑
我

一
日
片
時
も
不
レ置
二枕
於
泰
山
之
安
一輕
二
一
命
一鑑
二粉
骨
一私
欲
を
去
り
、
士
の
勢
に
代
、
偏
四
海
の
逆
浪
を
治
め
、王
道
の

蓑

た
る
を
興
し
移
レ風
易
レ俗
、
再
政
教
を
無
窮
に
垂
れ
ん
・こ
欲
す
る
者
な
り
。
然
る
に
去
年
搬
津
國
野
田
輻
島
を
取
詰
、
既
落
城
に
及
塵
、
朝

食
、
淺
井
其
隙
を
窺
ひ
、
敏
萬
騎
に
て
當
國
志
賀
郡

へ
差
出
間
、
從
二彼
地
一引
返
し
坂
本
口
を
追
揚
、
翌
日
彼
賊
徒
等
、
つ
ほ
笠
山

へ
追
上
、

其
後
深
雪
こ
し
ち
の
路
を
ふ
り
埋
み
、
通
ひ
も
更
に
有
ま
じ
き
折
な
れ
ば
、
悉
討
果
す
べ
か
り
し
を
、
山
門
の
衆
徒
企
二逆
意
一之
條
、
汝
等
遺

し
縛
々
言
を
盤
し
理
を
究
め
た
り
し
か
,こ
も
、
其
儀
に
不
レ慮
の
聞
、
重
て
稻
葉
を
相
添
遺
し
て
、實
無
二同
心
一ば
必
根
本
中
堂
山
王
の
肚
を
初

ぐ
)し
、

一
宇
も
不
レ
残
嶢
携
、
曾
徒
悉
可
レ刎
レ頸
旨
申
し
か
さ
も
、
終
に
同
心
な
か
つ
し
。
是
信
長
を
欺
に
非
、
天
下
政
道
の
護
持
を
妨
者
也
。

兇

徒
を
助
る
は
國
賊
也
。
其
上
此
度
亡
さ
す
ん
ば
叉
天
下
の
残
た
る
べ
し
。

一人
も
不
レ
可
レ助
レ
ご
理
を
蓋
し
て
被
レ
仰
け
れ
ば
、
夕
庵
入
道
も

其
理
に
や
服
し
け
ん
、

一
言
の
返
答
も
な
か
り
け
る
」
-こ
信
長
記
に
記
し
て
あ
る
。

粉

長

島

征

伐

の

理

由

(

「尾
張
國
西
方
長
島
の
兇
徒
等
、
根
を
絶
葉
を
枯
す
様
に
討
果
し
、
林
新
三
郎
が
教
養
に
せ
ん
ーこ
て
…
…
…
抑
此
長
島
に
は

一
向
宗
修
行
の
僧

徒
楯
籠
た
り
け
る
が
、
所
は
四
方
節
所
に
て
、
二
三
里
の
間
大
河
三
重
四
重
引
廻
し
け
れ
ば
地
の
利
に
自
慢
し
て
、
鐵
の
楯

、こ
心
得
、
近
國
の

徒
者
さ
も
相
集
山
賊
海
賊
等
を
業

・こ
し
、
征
伐
の
妨
を
な
し
、
聯
の
利
を
見
て
は
、
是
非
を
顧
る
能
す
。
逆
威
に
つ
の
り
、王
政
を
も
不
レ恐
の
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間
、
労
攻
伐
ん
、こ
て
、
手
を
分
四
四
よ
り
堆
入
給
ふ
」
と
信
長
記
に
記
し
て
あ
る
。

の

越

前

の

一

揆

夷

滅

の

理

由

(

「
越
前
の
國
二
撲
の
專
去
年
登
向
よ
り
こ
の
か
た
次
第
く

に
蜂
起
し
、
後
に
は

一
向
宗
の
大
坊
主
さ
も
と
土
民
等

-こ
不
和
に
な
り
叉
合
職
に

及
ぶ
、

一
國
散
観
し
て
諸
村
騒
動
す
…
…
…
信
長
の
軍
勢
押
し
寄
す
る
や

「
常
々
活
計
め
さ
れ
、
女
犯
肉
食
に
飽
き
み
ち
て
世
に
腿
坊
主
な
ん

き
名
に
立
つ
る
人
々
こ
そ
信
長
と
も
合
戦
を
め
さ
る
べ
け
れ
、
我
等

へ
下
知
は
無
用
な
り
」
・、)織
田
軍
記
に
記
し
て
あ
る
麗
に
依

つ
て
其
夷
滅

の
理
由
は
明
了
で
あ
る
。
殊
に
味
方
の
者
よ
り
女
犯
肉
食
に
飽
き
み
ち
て
云
々
-三
云
は
れ
る
に
至

つ
て
は
堕
落
の
歌
も
蓋
し
思
ひ
孚
ば
に
過
ぐ

・る
も
の
が
あ
る
。

功

安

土

に
宗
論

を
な
さ
し

め
た
理
由

(

幽、信
長
記
」
の
記
す
露
に
依
れ
ば
信
長
公
は
「
我
夷
末
レ懸
並
普
講
も
孚
な
る
に
加
様
の
慕
動
甚
以
不
・可
レ然
。
好
事
も
無
き
に
は
し
か
じ
。
急

ぎ
無
事
を
調

へ
よ
」
と
て
調
程
さ
れ
た
慮
、
浄
土
宗
の
方
は
如
何
様
に
も
御
仰
の
通
り
に
ーこ
從
順
に
出
た
け
れ
共
、

日
蓮
宗
の
方
は
更
に
聞
入

'れ
す
却
つ
て
遮
る
事
斜
な
ら
す
で
あ
つ
た
故
信
長
は

「
國
家
諸
事
勢
し
き
折
な
る
に
依
つ
て
無
爲
の
儀
取
扱
ふ
上
は
沙
門
の
身
・こ
し
て
堂
忍
辱

の

心
を
不
存
ん
哉
。
鳴
呼
無
道
至
極
せ
り
。
國
家
を
う
れ
ふ
る
事
は
夢
に
も
不
レ知
し
て
信
屈
聲
牙
に
し
て
謂
二他
法

一街
二
自
法
一是
偏
に
天
魔
被

」旬
の
業
な
り
、こ
て
氣
悪
あ
し
か
つ
た
」
・こ
あ
る
。

助

信

長

本

願

寺

ご

孚

ふ

理

由

(

信
長
が
石
山
に
眼
を
着
け
た
の
は
恐
ら
く
永
緑
四
年
上
國
観
光
の
時
か
ら
で
あ
ら
う
。
蓋
し
大
阪
の
地
は
彼
の
西
國
縄
螢
の
咽
喉
地
で
あ
る

か

ら
で
あ
る
。
太
田

一
牛
は
信
長
公
記
の
中
に
大
阪
城
に
關
す
る
記
事
を
左
の
如
く
記
し
て
居
る
。
「抑
大
阪
は
凡

日
本

一
之
境
地
也
。
其
子
細
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は
奈
良
、
境
(堺
)
、
京
都
程
近
く
、
殊
更
淀
、
鳥
朋
よ
り
大
阪
城
戸
ロ
ま
で
舶
の
通
ひ
直
に
し
て
四
方
に
節
所
を
抱
、
北
は
加
茂
川
、
白
川
,

桂
川
.
淀
、
宇
治
川
之
大
河
の
流
、
幾
重
共
な
く
二
里
三
里
之
内
、
中
津
川
、
吹
田
川
、
江
ロ
川
、
紳
崎
川
、
引
廻
し
、
東
南
者
上
ケ
嵩
、
立

田
山
、
生
駒
山
、
飯
盛
山
之
遠
山
の
景
色
を
見
途
、
麓
は
道
明
寺
川
、
大
和
川
之
流
に
新
ひ
ら
き
淵
、
立
田
の
谷
水
流
合
、
大
阪
の
腰
ま
で
三

里
四
里
の
間
、
江
戸
川
と
つ
"
い
て
、
渉
々
・こ
引
ま
は
し
、
西
は
愴
海
漫
々
-こ
し
て
、
日
本
之
地
者
不
レ及
レ申
、
唐
土
、
高
麗
、
南
蟹
之
舟
、

海
上
に
出
入
、
五
幾
七
道
集
之
費
買
利
潤
富
貴
之
湊
也
。
」
か
く
の
如
き
地
に
信
長
が
眼
を
著
け
た
る
は
寧
ろ
當
然
で
あ
る
。
信
長
に
取
つ
て

要
望
の
地
で
あ
る
と
齊
し
く
本
願
寺
に
取
つ
て
も
又
要
望
の
地
で
あ
る
。
從
つ
て
信
長
の
移
韓
要
求
に
封
し
て
本
願
寺
が
承
諾
を
與

へ
な
か
つ

た
の
6
満
夏
無
理
で
も
な
い
。
而
も
天
下

一
統
の
望
を
有
す
る
信
長
に
取
つ
て
は
抗
す
る
者
は
盤
く
憎
む
べ
き
敵
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
本
願
寺

は
毛
利
氏
.こ
結
び
、
信
長
の
裏
を
掻
き
九
月
十
三
日
の
夜
、
信
長
の
軍
に
向

つ
て
嚢
砲
し
た
程
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
信
長
,ご
本
願
寺
と
は
十

一
ヶ
年
間
葛
藤
を
綾
け
た
の
で
あ
る
。

恥

高

野

山

を

攻

む

る

理

由

(

高
野
山
の
信
共
も
戦
國
の
鯨
習
に
從
つ
て
兵
を
蓄

へ
、
大
和
國
宇
智
郡
の
坂
部
、
二
見
に
要
害
を
構

へ
た
の
で
、
信
長
は
天
正
元
年
速
か
に

其
砦
を
破
壌
す
べ
き
事
を
高
野
山
に
命
じ
た
け
れ
共
、
山
徒
は
其
命
を
奉
じ
な
か
つ
た
。
叉
天
正
五
年
根
來
攻
の
時

に
も
信
長
よ
り
其
慮
援
を

申
込
ん
だ
け
れ
共
、
野
山
は
磨
じ
な
か
つ
た
。
此
等
は
信
長
の
野
山
攻
撃
の
間
接
理
由
で
あ
る
。
其
直
接
理
由
は
天
正
七
年
十
月
、
伊
丹
城
を

脱
し
た
る
荒
木
村
重
の
家
臣
五
人
が
八
年
三
月
に
高
野
山
の
西
院
谷
、
池
ノ
坊
に
身
を
懸
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
信
長
は
同
年
七
月
、
前
田
利

家
、
不
破
河
内
守
を
し
て
之
を
搦
め
取
ら
し
め
ん
ミ
し
た
塵
、
山
徒
は
五
人
の
者
は
既
に
遽
電
し
九
、こ
爾
人
を
欺
き
蹄

へ
し
た
。
越
ね
て
八
月

七
日
堺
奉
行
松
井
友
閑
は
歩
卒
光
二
人
を
逮
捕
の
爲
め
に
登
山
せ
し
め
た
慮
、
山
徒
は
卦
二
人
を
醇
飽
せ
し
め
て
悉
く
之
を
虐
殺
し
九
。
此
報
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を
耳
に
し
た
信
長
は
其
報
復
と
し
て
高
野
山
を
攻
む
る
事
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

Gう

恵

林

寺

を

焼

く

理

由

(

「
今
度
御
敵
徒
甲
州
に
隠

れ
た
る
佐
々
木
承
頑
、
此
比
は
名
を
隠
し
て
佐
々
木
次
郎
こ
云
ふ
。
其
外
前
公
方
義
昭
の
上
使
、
上
編
院
、
大
和
淡

路
守
、
此
三
人
恵
林
寺
に
隠
し
置
く
に
付
い
て
三
位
の
中
將
殿
聞
し
召
し
及
ば
れ
、
此
三
人
先
年
公
方
S
武
田
信
立
内
通
の
使
を
仕
た
る
事
、

具
に
御
尋
ね
な
さ
れ
た
き
事
、こ
も
、
こ
れ
あ
り
候
間
、
出
し
候

へ
の
由
、
三
箇
度
ま
で
御
使
を
立
て
ら
れ
候

へ
共
、
た
と

へ
一
寺
滅
亡
に
及
び

候
ふ
,こ
も
三
人
の
者
を
ば
出
し
申
す
ま
じ
・こ
申
し
、
潜
に
三
人
を
逡
電
い
た
さ
せ
候
。
中
將
殿
御
立
腹
に
て
御
仕
置
に
は
替

へ
が
た
く
候
間
、

寺
中
を
捜
し
、
其
上
に
て
破
滅
仕
る
べ
き
由
仰
付
け
ら
れ
」
・こ
剛、織
田
軍
記
」
に
記
さ
れ
て
居
る
。

　H

其

他

の

征

伐

の

理

由

(

其
他
加
賀
の

一
揆
を
撃
つ
た
の
も
紀
伊
の
雑
賀

一
揆
を
降
し
た
の
も
、
和
泉
の
棋
尾
寺
を
焼
い
た
の
も
、
ほ
ぽ
上
述
と
同
様
の
理
由
で
彼
等

が
多
撒
蜂
起
し
て
逆
威
を
振
ふ
た
り
.
寺
領
の
検
地
を
拒
ん
だ
り
し
た
が
爲
め
で
あ
つ
た
。

以
上
列
學
し
た
る
理
由
よ
り
考
察
し
、
其
歴
迫
の
理
由
を
騨
納
す
る
時
は
主
-こ
し
て
次
の
四
つ
の
理
由
に
肺
す
る
事
が
出
來
る
・こ
思
ふ
。

一
、
信
長
が
天
下
統

一
の
希
望
を
抱
い
て
居
つ
た
事
。

一
、
當
時
の
信
が
信
長
の
命
を
奉
じ
な
か
つ
た
事
Q

一
、
當
時
の
信
が
堕
落
し
て
居
つ
た
事
。

一
、
信
長
の
性
格
が
残
忍
で
あ
つ
た
事
。

私
の
見
る
露
で
は
、
此
四
つ
の
理
由
か
信
長
を
し
て
斯
く
迄
に
佛
軟
に
駆
迫
を
加

へ
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
當
時
は
所
謂
戦
闘
時
代
で
あ



つ
た
、
武
田
、
上
杉
、
北
條
、
今
川
、
大
内
、島
津
、毛
利
等
の
群
雄
四
方
に
割
縁
し
何
れ
も
中
原
の
鹿
を
追
ふ
に
汲
々
た
る
時
代
で
あ
つ
た
Q

信
長
も
此
等
群
雄
の
間
に
あ
つ
て
早
く
よ
り
天
下

一
統
の
志
を
抱
い
て
居
つ
た
。
從

つ
て
彼

μ
の
統

一
事
業
に
封
し
て
妨
害
を
な
す
者
は
、
そ

れ
が
信
侶
で
あ
る
,、)否
ε
に
不
關
、檜
む
べ
き
敵
で
あ
つ
た
。
而
も
偲
侶
自
身
に
あ
つ
て
も
、
か

ユ
る
時
勢
の
影
響
を
受
け
て
自
護
の
必
要
上
、

信
長
に
抗
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
櫓
侶
自
身
の
方
よ
り
し
て
は
極
め
て
當
然
で
あ
る
け
れ
共
信
長
に
ーし
つ
て
は
櫓
き
敵
で
あ
つ
た
。

適
、
當
時
の
信
侶
が
道
徳
的
に
堕
落
し
て
居
つ
た
事
は
、
彼
等
征
伐
の
好
き
口
實
を
信
長
に
與

へ
た
。
當
時
の
檜
侶
が
如
何
に
堕
落
し
て
居
つ

た
か
は
、
上
述
の
征
伐
理
由
の
中
に
明
了
で
あ
る
が
、
私
は

一
暦
明
了
に
そ
れ
を
謹
す
る
の

一
助
亡
し
て
左
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ア
。
サ
ビ
エ
ル
書
翰

の

一
節
を
記
載
致
そ
ふ
。

「
此
國
に
て
は
僧
侶
の
事
を
ボ
ン
ズ
,こ
云

へ
り
。
彼
等
は
大
に
俗
人
S
異
り
、
至
つ
て
不
品
行
に
し
て
、
不
断
に
悼
徳
齪
倫
の
行
爲
あ
れ
ど
も

普
通
の
人
は
毫
も
之
を
替
め
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
却
て
彼
等
を
愈
敬
し
つ

Σ
あ
れ
ば
、
ボ
ン
ズ
等
は
人
間
肚
會
に
最
も
嫌
忌
す
べ
き
黙
慾
を
逞

う
し
て
、
揮
る
こ
と
な
く
、
堕
つ
て
其
信
徒
の
中
に
も
彼
等
の
悪
風
に
倣

ふ
者
亦
往
々
に
し
て
こ
れ
あ
り
。
我
等
が
此
獣
行
を
戒
め
た
る
ーこ
き

に
、
普
通
の
信
徒
な
れ
ば
、
直
に
悔
悟
改
峻
す
る
も
、
ボ

ン
ズ
輩
は
然
ら
す
、
す
べ
て
の
訓
誠
も
之
を
馬
耳
東
風
と
聞
き
流
し
、
冷
笑
罵
言
を

以
て
之
を
迎
ふ
る
の
み
。
彼
等
は
口
に
殊
勝
ら
し
き
宗
義
教
法
を
唱
導
す
る
も
、
實
際
は
日
本
國
中
最
も
不
道
徳
な
ろ
者
の
團
罷
な
り
。

(
一

五
四
九
年
、
天
文
十
八
年
、
フ
ラ
ン
ソ
ァ
・
サ
ビ
テ
ル
書
翰
の

一
部
)

天
文
十
八
年
は
師
ち
信
長
十
六
才
の
時
で
あ
る
。
サ
ビ
エ
ル
は
天
文
十
八
年
八
月
十
五
日
に
鹿
兄
島
に
入
港
し
た
も
の
で
、
入
港
後
、
日
猫

淺
き
が
故
に
此
書
翰
を
其
儘
信
す
る
事
は
、
些
か
妥
當
を
鋏
く
か
も
知
れ
な
い
が
然
し
當
ら
す
・こ
難
、
遠
か
ら
ざ
る
底
の
も
の
で
あ
る
事
は
、

上
述
の
征
伐
理
由
よ
り
押
し
て
も
、
断
言
す
る
事
が
出
來
る
。
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斯
く
事
情
を
極
め
て
來
れ
ば
、
信
長
が
佛
教
に
封
し
て
歴
迫
を
加

へ
た
の
は
極
め
て
當
然
で
あ
つ
て
、
秀
吉
、
家
康
を
信
長
の
地
位
に
置
け
.

ば
雪、
恐
ら
く
信
長
同
様
に
振
舞
ふ
た
事
で
あ
ら
ふ
。
只
信
長
の
瘍
合
に
於
て
は
、
彼
の
性
格
が
「
鳴
か
ぬ
な
ら
殺
し
て
し
ま

へ
ほ
.ミ
こ
ぎ
す
」
の

俗
諺
に
も
あ
る
通
り
、
人

一
倍
の
府
療
持
ち
で
あ
り
、
残
忍
性
の
構
化
で
あ
つ
た
が
爲
、
佛
教
に
封
し
て
極
端
な
宛

も
宿
怨
あ
る
か
如
き
態
度

を
以
て
臨
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。

第

三
、

結

論

上
述
の
征
伐
理
由
よ
り
し
て
、
私
は
信
長
が
あ
れ
程
佛
教
を
迫
害
し
池
に
も
不
關
、
信
長
は
決
し
て
其
教
理
主
義
上
よ
り
寺
院
信
侶
を
歴
迫
・

し
た
の
で
な
い
・こ
断
言
す
る
に
、
何
ん
の
躊
躇
も
感
じ
な
い
。
素
よ
り
彼
は
熱
烈
な
る
佛
教
信
者
で
は
な
か
つ
仁
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
他
画

よ
り
考
察
す
る
.、}、
彼
に
も
叉
佛
教
信
者
の
面
髭
が
あ
り
信
侶
・こ
も
観
密
な
交
際
が
あ

つ
た
様
に
思
惟
さ
れ
る
。

そ
れ
を
積
局
的
に
謹
糠
立
て

る
も
の
は
、
政
秀
寺
の
建
立
で
あ
り
、
澤
彦
始
め
其
他
二
三
の
暉
信
・こ
の
關
係
で
あ
る
。
そ
れ
故
私
は
以
下
そ
の
事
に
就
て
少
し
記
述
を
試
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「信
長
卿
は
御
幼
少
よ
0
行
跡
我
意
に
し
て
、
先
考

へ
も
不
孝
に
候
事
を
起
居
に
政
秀
霊
二至
諫
一申
せ
し
は
、
先

組
先
孝

へ
不
孝
に
候
事
五
常

を
し
ろ
し
め
さ
れ
す
候
。
古
人
の
語
に
も
孝
子
喜
レ亡
如
レ蔓
レ
存
,こ
こ
そ
は
申
を
か
る
彌
。御
蔑
随
に
候
て
は
武
家
の
御
冥
加
も
霊
き
候
は
ん
か

一
度
は
國
家
を
も
治
め
給
は
ん
を
見
申
度
存
知
そ
う
て
乳
哺
よ
り
守
て
立
て
候

へ
さ
も
、
御
桟
随
に
候
て
悪
く
成

ら
せ
給
ふ
受
彌
頼
母
敷
け
も

な
く
君
臣
の
間
も
不
和
に
成
り
行
き
候

へ
ば
…
…
…
」
・こ
「
尾
張
政
秀
寺
記
」に
あ
る
通
り
、
信
長
は
幼
時
よ
り
人
も
知
る
極
め
て
粗
暴
の
人
で

あ
つ
た
。
政
秀
も
諫
書
を
捧
け
て
再
ご
諫
言
す
る
ーこ
錐
、
更
に
改
ま
る
氣
色
も
見
ね
ぬ
故
、
蓬
に
死
を
以
て
諫
止

せ
ん
と
欲
し
て
、
天
文
世
二

年
丑
閏
正
月
十
三
日
の
曉
,
志
賀
村
の
自
宅
に
於
て
自
害
し
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
父
信
秀
の
死
に
遭
遇
し
て
も
、
更
に
悲
歎
の
色
を
見
せ
な



か
つ
た
彼

れ
信
長
も
、
此
報
を
耳
に
す
る
や
急
遽
、
裸
馬
に
て
駈
付
け

「
此
上
は
養
生
尤
な
り
ε
て
亦
脇
指
に
御
取
付
き
候

へ
共
不
叶
…
…
:
・

信
長
御
死
骸
に
御
抱
き

つ
き
候
て
御
愁
嘆
の
蔓
無
レ限
レ(政
秀
寺
記
)
・こ
迄
歎
き
悲
ん
だ
。
斯
く
て
彼
は
政
秀
の
菩
提
を
弔
は
ん
¶こ
し
て
、
天
文

,昔

二
年
小
牧
山
の
南
の
小
木
村
(
今
西
春
日
井
郡
北
里
村
大
字
小
木
)
に

一寺
を
建
立
し
、
政
秀
寺
と
號
し
寺
領
三
百
貫
を
寄
附
し
、
妙
心
寺
の

傅
,
澤
彦
を
開
山
・こ
し
た
の
で
あ
る
。
若
し
信
長
が
佛
教
の
教
理
圭
義
上
よ
り
し
て
、
佛
教
信
侶
を
嫌
厭
し
て
居

つ
た
な
ら
ば
決
し
て
此
畢
は

あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
故
此
畢
は
彼
か
叉

一
個
の
佛
教
信
者
で
あ
る
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
蕾
に

一
宇
を
建
立
し
た
の
み
で
な
く

彼

の
私
淑
し
た
俗
も
決
し
て

=

一で
は
な
い
。
其
中
で
も
殊
に
澤
彦
・こ
は
、
極
め
て
親
密
の
間
柄
で
丁
度
足
利
奪

氏
ε
夢
窓
國
師
iこ
の
そ
れ
に

似

て
居
る
。
今
「
政
秀
寺
記
」に
依
れ
ば
、
「
信
長
」
の
名
を
選
ん
だ
の
も
、
「政
秀
寺
」
-こ
號
す
る
事
を
許
し
た
の
も
澤
彦
で
あ
つ
た
。
叉
信
長
が

美
濃
國
を
取
つ
た
時
、
政
秀
が
世
に
あ
る
時
、
井

ノ
ロ
は
城
の
名
に
悪
し
¶こ
云
つ
た
の
を
思
ひ
出
し
、
澤
彦
に
改
名
を
請
ふ
た
虜
、澤
彦
は
「
文

王
起
二
岐
山
一定
二
天
下
一」
と
云
ふ
古
語
よ
り
岐
阜
・こ
名
附
く
べ
し
と
答

へ
て
、額
の
名
盆
に
黄
金
十
板
を
貰
ふ
て
居
る
。
叉
朱
印
の
字
を
依
頼
さ

ね
、布
武
天
下
」
の
四
字
を
選
ん
で
、
其
慰
勢
・こ
し
て
信
長
は
、
澤
彦
の
爲
に
能
曾
を
催
し
た
。
其
時
信
長
は
彼
に
皮
躇
鼻
を
與

へ
た
盧
,
足
大

・き
く
逞
ふ
し
て
著
け
兼
ね
た
の
を
見
て
、
信
長
は
「
我
は
か
せ
申
さ
ん
と
て
御
手
傳
被
レ成
候
て
被
レ著
た
り
」
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
丁
度

奪

氏
か
夢
窓
國
師
の
手
傳
洗
手
水
を
か
け
た
の
・こ
好

一
封
で
、あ
れ
程
迄
に
信
侶
を
駆
迫
し
た
信
長
,こ
同

一
の
人
、こ
は
思
は
れ
な
い
位
で
あ
る
。

此
外
「
政
秀
寺
記
」
に
は
爾
人
の
親
密
な
交
際
が
明
細
に
示
さ
れ
て
居
つ
て
、
遽
に
は
檀
那
に
な
る
約
束
、
岐
阜
に

一
寺
を
建
立
す
る
約
束
迄
し

て
居
る
。
只
盟
に
「
政
秀
寺
記
」
の
み
を
通
し
て
信
長
を
見
る
な
ら
ば
、
彼
も
叉

一
個
の
熱
烈
な
る
佛
教
信
者
の
如
く
見
え
る
。

信
長
は
澤
彦
和
爾
の
外
に
、
策
彦
和
術
や
尚
化
和
筒
、こ
も
交
際
が
あ
る
。

「其
比
天
龍
寺
に
妙
智
院
策
彦
和
術
と
て
碩
學
多
才
の
活
信
あ
り
。
殊
に
大
明
再
渡
和
漢
爾
朝
の
達
人
な
る
由
畢

世
云
あ

へ
り
け
れ
ば
信
長
公



処

,

よ
り
安
土
山
の
記
を
御
所
望
有
け
る
。
去
ど
も
被
二固
僻

一幸
濃
洲
岐
下
に
南
化
和
爾
・こ
て
名
得
御
望
ま
す
。帥
此
僧
に
被
二
仰
付
一可
'然
候
は
ん

.こ
被
・申
し
か
ば
頓
て
其
旨
御
詫
あ
り
。
此
人
も
亦
策
彦
和
伺

へ
被
・命
宜
く
可
二
御
座
・こ
互
に
僻
し
合
れ
し
か
さ
も
仰
敷
波
な
れ
ば
無
レ所
レ僻
即

染
レ筆
了
o
L
(信
長
記
)

斯
く
て
天
下
の
名
文
「
安
土
山
記
」
は
南
化
和
小同
に
依
つ
て
作
ら
れ
た
、
其
時
,
信
長
は
南
化
和
爾

へ
黄
金
百
爾
、
小
袖
三
重
を
下
し
て
其
勢

功
を
慰
め
、
又
策
彦
和
爾

へ
は
其
謙
徳
の
美
を
賞
し
て
金
子
百
爾
、
銀
子
百
爾
、
小
袖
三
重
を
下
し
た
。
信
長
が
「
安
土
山
記
」
の
作
者
南
化
和

爪何
へ
よ
り
も
、
謙
譲
し
た
策
彦
和
尚

へ
反
つ
て
二
倍
の
金
子
を
下
し
た
塵
に
信
長
の
性
格
が
、
よ
く
現
は
れ
て
居

る
・こ
思
ふ
。
若
し
叡
山
や
本

願
寺
其
他
の
悟
に
し
て
策
彦
和
爾
程
の
謙
譲
の
徳
か
あ
つ
た
な
ら
ば
、
あ
れ
程
迄
極
端
な
慮
置
は
取
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
ε
想
像
す
る
。

「
五
山
詩
櫓
傳
」
に
依
る
、こ
信
長
は
、
策
彦
和
倫
ε
屡
會
見
し
て
支
那
に
關
す
る
知
識
を
取
得
し
た
。
叉
信
長
が
彼
を
妙
智
院
に
訪
ふ
て
偶
ま

彼

の
癌
室
に
這
入
つ
て
、
架
上
禰
衣
、
紙
衣
各

一
領
の
み
室
内
他
の
長
物
な
く
、
只
函
櫃

一
個
の
み
あ
る
を
見
て
、
其
枯
淡
の
生
活
に
感
じ
肥

削
若
干
を
寄
附
し
た
ε
云
ふ
事
で
あ
る
。

か
の
安
土
問
答
の
判
者
.・)し
て
選
ば
れ
た
人
は
南
灘
寺
の
所
謂
秀
長
老
即
蹴
隻
景
秀
で
あ
つ
た
。

此
等
の
史
實
よ
り
考
ふ
る
時
は
、
眞
に
俗
侶
ら
し
き
曾
侶
に
封
し
て
は
信
長
も
、
決
し
て
彼
の
横
車
を
引
か
な
か
つ
た
。
否
寧
ろ
愈
崇
し
好

遇

し
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。

上
蓮
の
見
方
か
ら
し
て
、
私
は
佛
教
歴
迫
者
-こ
し
て
の
從
來
の
信
長
観
を
些
か
憂
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・こ
思
ふ
。
素
よ
り
彼
は
確
か
に
日

本

史
上
唯

一
の
佛
教
歴
迫
者
で
あ
つ
た
。
而
も
彼
を
し
て
斯
く
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
上
掲
し
た
四
個
の
理
由
か
ら
で
あ
つ
た
。
若
し
當
時
に

h於
て
、
信
長
が
天
下

一
統
の
望
を
抱
い
て
居
ら
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
若
し

一
般
曾
侶
が
彼
に
抗
せ
す
、
而
も
消
徳
的
に
高
潔
で
あ
つ
た
な
ら
ば



若
し
彼
の
性
格
か
今
少
し
寛
厚
で
あ
つ
た
な
ら
ば
,
恐
ら
く
信
長
ε
佛
教
蚊
に
信
侶
.こ
の
關
係
は
、
決
し
て
上
述
の
如
き
犬
猿
の
間
柄
で
は
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
。
而
も
當
時
の
事
情
・こ
し
て
曾
侶
が
兵
馬
の
構
に
頼
り
、
信
長
の
命
に
從
順
で
あ
り
得
な
か
つ
た
の
も
決
し
て
無
理
か
ら
ぬ

事
・こ
し
て
、
承
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
歌
態
で
あ
つ
た
。
併
し
天
下

一
統
の
望
を
抱
い
て
顎
起
す
る
者
に
取
つ
τ
は
、
抗
す
る
寺
院
信
侶
は
憎

き
敵
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
、
私
は
信
長
が
佛
教
を
迫
害
し
た
の
は
、
佛
教
の
圭
義
主
張
を
理
解
し
て
、
帥
ち
其
教
義
上
よ
り
迫
害

し
た
の
で
は
な
く
、
飽
迄
も
天
下

一
統
の
政
策
上
よ
り
し
て
迫
害
し
た
に
過
ぎ
な
い
ーこ
思
惟
す
る
。
從

つ
て
政
策
よ
り
切
り
離
し
て
信
長
封
佛

教
の
關
係
を
見
る
時
は
、
寧
ろ
政
秀
寺
虹
に
澤
彦
其
他
の
暉
曾
ε
の
關
係
に
於
て
眞
の
信
長
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
・こ
思
ふ
。

25


